
 
 

 
 
 

１ 授業料減免の基準 

別紙のとおりです。不明な点は、広島市立大学事務局学生支援室にお問合せください。 

 

２ 免除の額 

授業料免除が許可された者については、授業料の全額、半額又は１／４を免除します。 

 

３ 申請方法等 

⑴ 申請期限 

  2026年４月 30日（木）17:00【厳守】 

⑵ 申請方法 

 ア UNIPA「【留学生】本学独自の授業料減免申請（前期）」から申請。 

イ 「2025年 10 月～2026年３月の保護者等からの仕送り額を証明する書類」を事務局学生支援室に提出。 

 

 

４ 2025 年 10月～2026年３月の保護者等からの仕送り額を証明する書類について 

申請に当たり、2025 年 10 月～2026 年３月の保護者等からの仕送り額を証明する書類の提出が必要です。こ

の書類を事務局学生支援室に提出（提出期限：2026年４月 30日（木）17:00【厳守】）してください。提出例に

ついては、提出例１～４を参照してください。 

なお、保護者等からの仕送り額を証明する書類について、不明な点がある場合、事務局学生支援室にメール

でご相談ください。（宛先：gakusei@m.hiroshima-cu.ac.jp） 

また、保護者等からの仕送りがない場合、以下の提出例４を参考に、「本学独自の授業料減免における収入要

件について」と「アルバイトの給与明細（３か月分）」を提出してください。 

◎ 提出例 

提出例１（日本語） 提出例２（外国語） 提出例３（通帳） 提出例４（仕送りなし） 

 

５ 減免の取消し 

虚偽の申請、その他不正な手段により許可を受けた場合は、その許可を取り消します。 

  

2026 年度前期 本学独自の授業料減免申請の案内（留学生用） 

UNIPA トップ ＞ Web 申請 ＞ Web 申請 ＞ 授業料関連 

J401D07 【留学生】本学独自の授業料減免申請（前期） 
外国人留学生のうち、独自の授業料減免要件を満たす方で授業料減免を申請する方は、こちら
から Web 申請を完了し、期限までに提出書類を学生支援室に提出してください。 

mailto:gakusei@m.hiroshima-cu.ac.jp
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/uploads/2017/05/c306bd2d6ad97967bcb59ae9aa745ee7-20230904104036168.pdf
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/uploads/2017/05/f13013578f43627e1722eaa61be6e6f9-20230904104036535.pdf
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/uploads/2017/05/9d5f2c8a9166dfa759e033eea3a99d98-20230904104036901.pdf
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/uploads/2024/02/f8e1e671572c50f9f5eb8d575cd35a12-20240227083731252.pdf


 
 

６ 注意事項 

減免の申請を行った者は、減免の決定が通知されるまで授業料の納付を行わないでださい。納付すると、減

免申請を辞退したことになり、納付された授業料は返還できません（７月中旬までに決定通知を送付します。）。 

おって、不許可、半額免除又は１／４免除の決定をしたときは、納付書を送付しますので、必ずその期限内

に納付してください。 

 

７ 個人情報保護について 

申請いただいた個人情報は、授業料減免審査の目的で利用します。今後の授業料減免制度の検討のため、統

計資料の作成に利用する場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。 

 

８ 不服審査請求について 

減免の決定についての通知を受け、通知の内容に疑義があり不服審査請求を行う場合、通知の日から起算し

て７日以内（７日目が休日の場合は、直後の平日までに）に所定の手続を行ってください。詳細は、結果の通

知の際にお知らせします。 

 

  



 
 

 

【授業料減免基準】 

基準 

免除 
収入要件 学業・成績要件、その他の要件 

全
額
免
除 

徴収期限前１年以内（注※）に留学生本人の疾病

等の事情の発生により、毎月の収支が支出超過とな

り、超過する額が授業料月額を超える者 

１ 学業・成績要件 

  次の全てを満たすこと。 

 ⑴ 累積 GPA が３．００以上であること。 

※ ４月に入学した者は、入学年度前期のみ、

既に⑴の要件を満たしているものとする（後

期減免審査では、入学年度前期の累積 GPA で

審査する。）。 

⑵ 修業年限を超えて在学していないこと（休学

及び正当な事由（疾病、留学、大学院の学生の

論文作成、出産や育児、その他やむをえない事

由）があると認められる場合を除く。）。 

⑶ 当期の履修登録を行っていること。 

 （博士前期課程及び博士後期課程の学生を除

く。） 

⑷ 懲戒処分を受けていないこと。 

 

２ その他の要件 

  次の全てを満たすこと。 

⑴ 奨学金申請等学資確保のための努力を行っ

ていること。 

⑵ 収入を証する書類を提出すること。 

半
額
免
除 

（次のいずれかに該当すること） 

１ 奨学金等の月額（就労ビザの同居家族収入及び

仕送りで授業料月額を超えるものを含む。）が授

業料の月割額未満の者（１８歳未満の子どもを養

育している場合は、奨学金等の月額から子供に係

る生活保護の基準生活費の額を減じて適用す

る。） 

２ 徴収期限前１年以内（入学した期は入学前 1 年

以内）に留学生本人の疾病等の事情の発生によ

り、毎月の収支が支出超過となり、超過する額が

授業料月額の２分の１に相当する額を超える者 

４
分
の
１
免
除 

（次のいずれかに該当すること） 

１ 奨学金等の月額が授業料の月割額以上月割額

の２倍未満の者（１８歳未満の子どもを養育して

いる場合は、奨学金等の月額から子供に係る生活

保護の基準生活費の額を減じて適用する。） 

２ 徴収期限前１年以内（入学した期は入学前 1 年

以内）に留学生本人の疾病等の事情の発生により、

毎月の収支が支出超過となり、超過する額が授業

料月額の４分の１に相当する額を超える者 

 

【お問合せ】         

広島市立大学事務局学生支援室 

TEL:082-830-1522          

別紙 

TEL:082-830-1522

